
毎
週
火

・
金
曜
日
定
例
発
行

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
二
号
）

（政
策
企
画
課
）

制
定

の
概
要

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

条

例

の

あ

ら

ま

し

条
　
　
例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
職
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
行
政
組
織
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
県
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
知
事

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す

る
条
例

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
土
採
取
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
造
成
土
地
整
理
事
業
、
土
地
造
成
整
備
事
業
及
び
工
業
用
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
臨
海
地
域
公
共
緑
地
管
理
基
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

千
葉
県
松
風
園
設
置
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

千
葉
県
救
護
盲
老
人
施
設
猿
田
荘
設
置
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

臨
海
地
域
土
地
造
成
整
備
事
業
に
伴
う
転
失
業
農
漁
民
の
子
弟
に
対
す
る
奨
学
資
金
貸
付
条

例
を
廃
止
す
る
条
例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

人 七  五 五 五 五 四

‖
‖

平 号

成

軍外
12

月

25

日

個
人
番
号
の
利
用
開
始
に
伴
い
、
知
事
又
は
教
育
委
員
会
は
、
同
法
に
よ
り
県
や
市
町
村
等
の
間
で

特
定
個
人
情
報
の
提
供
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
た
社
会
保
障

。
税

・
災
害
対
策
に
関
す
る
事
務
に

つ

い
て
、
庁
内
に
お
い
て
も
特
定
個
人
情
報
の
授
受
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（第
二
条
関
係
）

二
　
施
行
期
日

平
成
二
十
八
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、　
一
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第

一
条

第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
三
号
）

（総
務

課
）

一
　

改
正
の
概
要

教
員
特
殊
業
務
手
当
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（別
表
第
二
関

係
）改

正
前
　
日
額
二
、
四
〇
〇
円
～

一
二
、
人
〇
〇
円
　
↓
　
改
正
後
　
日
額
三
、
〇
〇
〇
円
～

一

六
、
○
○
○
円

一
一　
施
行
期
日

平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

一　

改
正
の
概
要

○ ○

千
葉
県
行
政
組
織
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
五
号
）

（行
政
改
革
推
進
課
）

一　

改
正
の
概
要

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
千
葉
県
が
ん
対
策
審
議
会
に
お
い
て
担

す
る
事
務
に
、
が
ん
登
録
の
実
施
に
伴
い
収
集
し
、
及
び
記
録
さ
れ
た
個
人
情
報
の
利
用
等
に

つ
い

て
の
意
見
の
具
申
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第
二
十
人
条
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
二
関
係
）

一
一　
施
行
期
日

平
成
二
十
八
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
千
葉
県
県
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
六
号
）

（税
務
課
）

千
葉
県
職
員
定
数
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
四
号
）

一
　

改
正
の
概
要

知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
の
う
ち
大
学
以
外
の
職
員
の
定
数
に
つ
い
て
、

と
と
し
た
。

（第
二
条
関
係
）

改
正
前
　
エハ
、
五
七
四
人
　
↓
　
改
正
後
　
エハ
、
人
六
四
人

一
一　
施
行
期
日

平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（行
政
改
革
推
進
課
）

次
の
と
お
り
改
め
る
こ
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〇○

地
方
税
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

”
響

『
蜘
封
¨
防
一　
　
　

噸
　
¨
峙
］
『
酎
剛
律
桐
剛
装
州
錆
彙
隆
棘
師
鵡
脚
転
瞳
則
疇
級
剛
際
〓
卿

料

１
　
徴
収
猶
予
、
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
及
び
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係

法
、
申
請
手
続
等
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（第
七
条

の
二
か
ら
第

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

一　
　
　
　
づ
く
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

係
）

２
　
貿
易
保
険
業
を
行
う
法
人
に
対
し
、
法
人

の
事
業
税
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第
二
十
四
条
一　
　
　
田
　
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
も
の

一　
　
　
　
　
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料
等
十
件

か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
）

３
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
が
認
定
事
業
の

瑚
紫
糾
付
弗
夢
［
雌
権
痢
畔
一　
　
２

‐一＞
軟

¨
静
触
岬
詢
噸
卸
刺
鏡
』
晰
ぅ
こ
と
と
し
た
。

（第

一
条
関
係
）

し
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て

紛
研
修
手
数
料
等
六
件

控
除
す
る
割
合
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（附
則
第
七
条
の
二
田

に
基
づ
く
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
手
数
料

４
　
大
気
汚
染
防
止
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
轟

第
十

一
条
第

一
項
関
係
）

則
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（第

一

一
一　
施
行
期
日
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
・

１
　
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
い

伝
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（第

一

十
九
年
四
月

一
日
か
ら
、　
一
３
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
、

法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
し

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

千
葉
県
知
事

の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

例
第
六
十
七
号
）

（市
町
村
課
）

改
正
の
概
要

１
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
に
基

づ
く
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
等
の
権
限
を
千
葉
市
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
別
表
第
五
号
の

三
関
係
）

２こ粁鰈螺継筆
（管噸轟卿ユ鍵螂訳叫製陶婦「使用の許可等の権限を千葉市に移譲する一。 一

一　
施
行
期
日

風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行

の

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、　
一
３
日
に

つ
い
て
は
公
布

の
日
か
ら
、　
一
１

‐一＞
及
び

□

に

つ
い
て
は
平
成
二
十
八
年

一
月

一
日
か
ら
、　
一
１
に
、
２
及
び
３
↑
に
つ
い
て
は
同
年
四
月

一

か
ら
、　
一
１
硼
に
つ
い
て
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の

一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条

（条
例
第
六
十
九
号
）

（政
策
法
務
課
）

一　

改
正
の
概
要

１
　
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

一
部
改
正

（第

一
条

関
係
）

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の

一
部
改
正
に
よ
り
、
客
に
ダ
ン

ス
を
さ
せ
る
営
業
に
係
る
規
制
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

↑
　
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

□
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

一
項
第
五
号
の
営

に
係
る
風
俗
営
業
者
は
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
前
の
時
間
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
者

営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
と
き
は
、
保
護
者

の
同
伴
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ

と
と
し
た
。

部
を
改
正
す
る
条
例

不
等
の
許
可
等
の
権
限

３
　
屋
外
広
告
物
法
及
び
千
葉
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
広
告
物

の
表

を
長
生
郡
睦
沢
町
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。

（別
表
第
五
十
五
号
関
係

施
行
期
日
等

１
　
平
成
二
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
六
十
八
号
）

（政
策
法
務
課
）

改
正
の
概
要

１
　
次
の
手
数
料
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第

一
条
及
び
第
二
条
関
係
）

卜

．
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
申
請
手
数
料

口
　
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
に
基
づ
く
も
の
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に
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の

一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例

に

つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

↑
　
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例

に
　
千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

□
　
千
葉
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
期
日
等

１
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
認
定

こ
ど
も
園

の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
七
十
号
）

（政
策
法
務
課
）

一　

改
正
の
概
要

千
葉
県
土
採
取
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
七
十
二
号
）

（産
業
振
興
課
）

改
正
の
概
要

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
い
、
砂
利
採
取
法
等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
所
要
の
改

正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１
　
土
採
取
業
の
登
録
の
拒
否
要
件
と
し
て
、
申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
加
え

る
こ
と
と
し
た
。

（第
二
条
の
五
関
係
）

↑
　
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（以
下

「暴
力
団

口貝
等
」
と
い
う
。
）

役
員
の
う
ち
に
暴
力
団
員
等
の
あ
る
者

暴
力
団
員
等
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

２
　
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

施
行
期
日

平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
七
十
二
号
）

（産
業
人

課
）

一
　

改
正
の
概
要

職
業
能
力
開
発
促
進
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

こ
と
と
し
た
。

１
　
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例

２
　
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例

３
　
県
が
行
う
職
業
訓
練
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例

一
一　
施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、　
一
部
の
規
定
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
人

四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

千
葉
県
造
成
土
地
整
理
事
業
、
土
地
造
成
整
備
事
業
及
び
工
業
用
水
道
事
業

の
設
置
等
に
関
す

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例
第
七
十
四
号
）

（企
業
庁
）

一
　

改
正
の
概
要

１
　
題
名
を

「千
葉
県
造
成
土
地
管
理
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
造
成
土
地
整
理
事
業
及
び
土
地
造
成
整
備
事
業
を
統
合
し
、
土
地
及
び
施
設
の
譲
渡
、
貸
一

け
、
管
理
等
を
行
う
事
業
と
し
て
、
造
成
土
地
管
理
事
業
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第
二

関
係
）

３
　
地
方
公
営
企
業
法
の
規
定
の
全
部
を
造
成
土
地
管
理
事
業
に
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第
二

条
関
係
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
令
等
の
改
正
に
よ
り
、

区
域
内
で
は
当
該
地
域
に
お
け
る
地
域
限
定
保
育
士
を
保
育
士
と
同
等
に
取
り
扱
う

こ
と
か
ら
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１
　
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例

２
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

３
　
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

を
定
め
る
条
例

４
　
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

を
定
め
る
条
例

５
　
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例

一
一　
施
行
期
日
　
　
　
　
　
　
姜

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（条
例

第
七
十

一
号
）

（児
童
家
庭
課
）

一
　

改
正
の
概
要

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（厚
生
労
働
省
令
）
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
婦

人
保
護
施
設
の
施
設
長
の
年
齢
に
係
る
要
件
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

（第
十
条
関
係
）

一
一　
施
行
期
日

平
成
二
十
八
年

一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
家
戦
略
特
別

こ
と
と
な

っ
た

関
す
る
基
準

関
す
る
基
準
等

〇○

(三 )(二 )

○
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風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
等

の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
知
事
　
　
鈴
　
木
　
　
栄
　
治

千
葉
県
条
例
第
六
十
九
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条

例

（風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

（昭
和
五
十
九
年
千
葉

県
条
例
第
二
十

一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第

一
項
第
二
号
中

「。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

「第
十
三
条
」
の

下
に

「
及
び
第
十
五
条
の
五
」
を
、

「敷
地
」
の
下
に

「
（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た

土
地
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「第
二
条
第

一
項
第
七
号
及
び
第
人
号
」
を

「第
二
条
第

一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第

一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第
十
三
条
第

一
項
」
を

「第
十
三
条
第

一
項
第

一
号
」

に
、

「係
る
同
項
」
を

「係
る
同
号
」
に
、

「、
同
項
」
を

「、
同
号
に
係
る
同
項
各
号
列
記
以
外
の

部
分
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第
七
条
」
を

「第
人
条
」
に
、

「第
十
三
条
第

一
項
」
を

「第
十
三
条
第

一
項
第
二
号
」
に
、

「午
前

一
時
ま
で
」
を

「午
前
零
時
以

後
に
お
い
て
」
に
、

「、
第
二
種
地
域
の
う
ち
、
」
を

「第
二
種
地
域

の
う
ち
」
に
、

「と
し
て
、
」

を

「と
し
て
」
に
、

「と
す
る
」
を

「と
し
、
同
号
に
係
る
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
時
は
午
前

一
時
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中

「風
俗
営
業
」
の
下
に

「、
遊
興
飲
食
店
営
業
」
を
、

「地
域
」
の
下
に

「
（第
十
五
条
の
五
に
お
い
て

「風
俗
営
業
等
密

地
域
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「
に
隣
接
す
る
地
域
」
を
削
り
、
同
号
イ
中

「
地

域
」
の
下
に

「
（以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条
の
五
に
お
い
て

「住
居
集
合
地
域
」
と
い
う
。
）
」
を

加
え
、
同
号

口
中

「
そ
の
他
」
を

「住
居
集
合
地
域
以
外
」
に
、

「商
業
等
」
を

「商
業
又
は
工
業
」

に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
　
イ
又
は
口
に
掲
げ
る
地
域
に
隣
接
す
る
地
域

（幹
線
道
路
の
各
側
端
か
ら
外
側
お
お
む
ね
五

十
メ
ー
ト
ル
を
限
度
と
す
る
区
域
内
の
地
域
を
除
く
。
）

第
七
条

の
表
中

「
日
出
時
か
ら
」
を

「午
前
六
時
後
」
に
、

「午
前
零
時
ま
で
」
を

「午
前
零
時

ユ型

に
改
め
る
。

第
人
条
第

一
項
の
表
中

「
日
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
」
を

「午
前
六
時
後
午
後
六
時
前
」
に
、

「
日

没
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
」
を

「午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
前
」
に
、

「
の
日
出
時
」
を

「
の
午
前
六

時
」
に
改
め
る
。

項
第
四
号
」
に
、

「第
十

一
条
」
を

「第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（年
少
者
の
立
入
禁
止
等
）

第
十
二
条
　
法
第
二
条
第

一
項
第
五
号
の
営
業
を
営
む
者

（次
項
の
風
俗
営
業
者
を
除
ぐ
。
）
は
、
午

後
六
時
か
ら
午
後
十
時
前
の
時
間
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
条
第

一
項
第
五
号
の
営
業
に
係
る
風
俗
営
業
者
は
、
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
前

の
時
間

に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
と
き
は
、
保
護
者
の
同
伴
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
表
法
第
二
条
第
六
項
第

一
号
及
び
第
二
号
の
営
業
並
び
に
受
付
所
営
業
の
項
及
び
法

二
条
第
六
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
営
業

の
項
第
二
種
地
域
以
外

の
地
域

の
日
中

「
日
出

時
」
を

「午
前
六
時
」
に
改
め
、
同
項
第
二
種
地
域
の
目
中

「
か
ら
日
出
時
」
を

「後
午
前
六
時
」
に

改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
表
第
二
種
地
域
以
外
の
地
域
の
項
中

「
日
出
時
」
を

「午
前
六
時
」
に
改

め
、
同
表
第
二
種
地
域
の
項
中

「
か
ら
日
出
時
」
を

「後
午
前
六
時
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
設
置
許
容
地
域
）

第
十
五
条
の
五
　
法
第
二
十

一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
地
域
と
す
る
。

一
　

第

一
種
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
地
域
と
し
て
、
千
葉
県
公
安

委
員
会
が
告
示
に
よ
り
指
定
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
。

α
　
風
俗
営
業
等
密
集
地
域

＜口
　
風
俗
営
業
等
密
集
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
、
深
夜
に
お
い
て

一
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
お
お
む
ね
百
人
以
下
の
割
合
で
人
が
居
住
す
る
地
域

口
　
次
に
掲
げ
る
地
域
で
な
い
こ
と
。

α
　
住
居
集
合
地
域

＜口
　
住
居
集
合
地
域
以
外
の
地
域
の
う
ち
、
住
居
の
用
に
併
せ
て
商
業
又
は
工
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
る
地
域
で
、
住
居
が
相
当
数
集
合
し
て
い
る
た
め
、
深
夜
に
お
け
る
当
該
地
域
の
風

俗
環
境
の
保
全
に
つ
き
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の

い
　
α
又
は
０
に
掲
げ
る
地
域
に
隣
接
す
る
地
域

（当
該
地
域
が
風
俗
営
業
等
密
集
地
域
に
該

当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
幹
線
道
路
の
各
側
端
か
ら
外
側
お
お
む
ね
五
十
メ
ー
ト
ル
を
限

度
と
す
る
区
域
内
の
地
域
を
除
く
。
）

一
一　
児
童
福
祉
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設

（同
項
に
規
定
す
る
児
童
厚
生
施
設

及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
又
は
医
療
法
第

一
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
病
院

若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
敷
地

（
こ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
も
の
と
決
定
し
た

第
十

一
条
第

一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第
二
条
第

第

一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中

条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第

項
第
七
号
又
は
第
人
号
」
を

「第
二
条

と
ば
く
類
似
行
為
」
を

「賭
博
類
似
行

一条
第

一
項
第
七
号
」
を

「第
二
条
第

一



一
二

土
地
を
含
む
。
）
の
周
囲
五
十
メ
ー
ト
ル

（営
業
所
が
第
二
種
地
域
以
外
の
地
域
内
に
あ
る
場
合

に
あ

つ
て
は
、
七
十
メ
ー
ト
ル
）
以
内

の
地
域
で
な
い
こ
と
。

（特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係
る
騒
普
及
び
振
動
の
数
値
）

第
十
五
条
の
六
　
法
第
二
十

一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定

め
る
騒
音
に
係
る
数
値
は
、
五
十
デ

シ
ベ
ル

（営
業
所
が
第

一
種
地
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

つ
て

は
、
四
十
デ
シ
ベ
ル
）
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十

一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
振
動
に

係
る
数
値
は
、
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

（特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
十
五
条
の
七
　
法
第
二
条
第
十
二
項
の
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

営
業
所
で
卑
わ
い
な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を
し
、
又
は
客
に
こ
れ
ら
の
行

為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

客
の
求
め
な
い
飲
食
物
を
提
供
し
な
い
こ
と
。

営
業
時
間
中
に
お
い
て
、
営
業
所
入
口
及
び
客
室
に
施
錠
を
し
、
又
は
さ
せ
な
い
こ
と
。

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
施
設
で
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
又
は
店
舗

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
ま
な
い
こ
と
。

営
業
所
で
賭
博
類
似
行
為
そ
の
他
著
し
く
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
、
又
は

客
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

著
し
ぐ
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
の
あ
る
方
法
で
営
業
し
な
い
こ
と
。

第
四
条
　
千
葉
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

（平
成
二
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
四
十
九
号
）

の

二
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中

「
又
は
第
二
号
」
を
削
る
。

第
四
条
第

一
項
第
二
号
中

「
日
出
時
」
を

「午
前
六
時
」
に
、

「午
前

一
時
か
ら
」
を

「午
前

一
時

後
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
日
出
時
」
を

「午
前
六
時
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第

一
項
中

「第
二
条
第

一
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を

「第
二
条
第

一
項
第

一
号
」
に

改
め
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

の

一
部
を
改
正
す
る

律

（平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（経
過
措
置
）

２
　
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
知
事
　
　
鈴
　
木
　
　
栄
　
治

千
葉
県
条
例
第
七
十
号

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
を
定
め
る
条
例

（平
成
十
八
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
職
員
資
格
の
項
基
準
の
欄
第

一
号
中

「保
育
士
」
の
下
に

「
（当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
国
家
戦

略
特
別
区
域
法

（平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区

域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

保
育
士

（
同
条
第

二
項

に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を

い
う
。
）
。

以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
改
正
）

第
二
条
　
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

（平
成
二
十
四
年
千
葉
県

例
第
八
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
人
条
第
六
項
本
文
中

「保
育
士
」
の
下
に

「
（国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（平
成
二
十
五
年

律
第
百
七
号
。
以
下

「特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域

に
あ
る
乳
児
院
に
あ

っ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

育
士

（同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
。
次

び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
ｃ
）
」
を
加
え
る
。

六  五  四 三 二第
十
七
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（風
俗
環
境
保
全
協
議
会
を
置
く
地
域
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
人
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
地
域
は
、
第
六
条
第
二
項
又
は

第
十
五
条
の
五
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
地
域
と
す
る
。

（公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
）

第
二
条
　
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（昭
和
三
十
九
年

千
葉
県
条
例
第
三
十

一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中

「第
二
条
第

一
項
第
七
号
」
を

「第
二
条
第

一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
六
項
中

「後
最
初
の
日
出
時
」
を

「
日
の
翌
日

（午
前
零
時
か
ら
午
前
六
時
前

の
間
に
当

該
命
令
を
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
命
令
を
し
た
日
）
の
午
前
六
時
」
に
改
め
る
。

（千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の

一
部
改
正
）

第
二
条
　
千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

（昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
）

の

一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
三
第

一
号
中

「だ
液
」
を

「唾
液
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「第
二
条
第

一
項
第
二

号
」
を

「第
二
条
第

一
項
第

一
号
」
に
改
め
る
。

（千
葉
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る


